
補助金交付の流れ
飛島村全国大会等派遣補助金

大会実施
１ヶ月前までに 　　①補助金交付申請

 18歳以下の学生が （様式第１号、添付書類） 納税状況の照会(個人)
 対象の場合は、
 保護者が申請

　　②交付決定通知

（様式第２号）
内容変更が発生
（例）
 ・人数の変更
 ・行程の変更
 ・大会の中止 　　③変更承認申請

判明後、速やかに （様式第４号）

　④変更交付決定通知

※１ （様式第５号）

実施後、速やかに  ⑤実績報告書、請求書提出

（様式第６号、添付書類）
（様式第９号）

交付決定額と ⑥交付額の確定通知

振込金額の確認 ⑦補助金の振込　※２

※１ 交付決定（②・④）前に大会実施すると、補助対象外となる場合があります。
 必ず、交付決定後に大会実施となるように、早めに申請してください。

※２ 必要に応じて、概算払（大会実施前に一部支払）の対応をします。
 また、振込は交付確定（⑥）後、約２ ３週間かかります。

その他、詳細については飛島村補助金交付規則及び、
教育委員会生涯教育課関係事業補助金交付要綱により取り扱います。
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